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独立行政法人農畜産業振興機構の中期目標期間終了時における 

業務・組織全般の見直しについて 
 

令和４年８月２６日 

農 林 水 産 省 
 

１．基本的な考え方 

独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、我が国の農業産出

額の約７割を占め、国民生活上重要な畜産物、野菜、砂糖及びでん粉（以下「農畜

産物」という。）を対象に、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並

びに砂糖及びでん粉の価格調整のための業務、畜産業及び野菜農業の振興に資する

ための事業への補助業務、情報収集提供業務等を実施して農畜産業及び関連産業の

健全な発展と国民消費生活の安定に寄与することを使命としている。 

機構はこれまで、農畜産物生産者の経営安定対策、農畜産物の需給調整・価格安

定対策を適切に実施するほか、台風、地震等の大規模な自然災害、高病原性鳥イン

フルエンザ、豚熱（CSF）等の家畜疾病の発生、飼料価格の高騰、新型コロナウイ

ルス感染症などの緊急事態に迅速かつ的確に対応してきた。 

一方で、国内における農畜産物・食品については、消費者の低価格志向が続く上

に、今後本格的な少子高齢化・人口減少により消費の減少が見込まれている。また、

農業分野においても農業者や農村人口の著しい高齢化・減少、これに伴う農地面積

の減少という事態に直面しており、今後も、農業者の大幅な減少が見込まれる中で、

生産基盤が損なわれることに加えて、大規模災害、家畜疾病等の被害が我が国の食

料や農業の現場に深刻な影響を及ぼすとともに、新型コロナウイルス感染症など新

たな脅威による経済活動への影響が懸念されている。このため、国は食料・農業・

農村基本計画（令和２年３月 31 日閣議決定）を定め、国内の需要にも、輸出にも

対応できる国内農業の生産基盤の強化を図ることにより、需給の変化に対応した生

産・供給体制を構築する等、食料安全保障の確立を推進することとしている。 

また、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決定）では、

高齢化や人口減少が進む中、我が国の食関連産業の安定的かつ持続可能な発展に向

けた競争力の強化や生産者の所得向上を実現するため、農業分野のデジタルトラン

スフォーメーション（DX）を推進することとしている。 

以上のような農政をめぐる時代の転換点にあって、機構は、経営安定対策等の政

策実施機関としてその中核を占めており、その政策実施機能の最大化を図り業務を

的確に実施していくため、業務・組織全般について以下の見直しを行う。 

 

２．業務及び事業の見直し 

（１）畜産（肉畜・食肉等）関係業務 

 ＜講じる措置＞ 

① 肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）、肉豚経営安定交付金制度（豚

マルキン）、肉用子牛生産者補給金制度及び畜産業振興事業による経営安定対策
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を引き続き実施する。 

 

② 高病原性鳥インフルエンザ、豚熱等の家畜疾病の発生や経済情勢の変化、甚大

な自然災害などの緊急事態に迅速に対応するための緊急対策を機構の機動性を活

かして引き続き実施する。 

 

 ＜背景・理由＞ 

 生産基盤の強化、経営安定・安定供給を図るため、機構において経営安定対策

等を引き続き実施する。 

また、高病原性鳥インフルエンザをはじめとする重大な家畜疾病や自然災害等

が発生した場合には、家畜の飼養継続等を安定的に行うための緊急的・機動的な

支援により、畜産農家の経営継続・再建等を図ることが重要である。 

 

（２）畜産（酪農・乳業）関係業務 

 ＜講じる措置＞ 

① 加工原料乳生産者補給交付金等の交付及び加工原料乳生産者経営安定対策事業

等の畜産業振興事業による経営安定対策を引き続き実施する。 

 

② 指定乳製品等の輸入・売買等による需給調整・価格安定対策を引き続き実施す

る。 

 

③ 家畜疾病の発生や経済情勢の変化、甚大な自然災害などの緊急事態に迅速に対

応するための緊急対策を機構の機動性を活かして引き続き実施する。 

 

＜背景・理由＞ 

 生産基盤の強化、経営安定、生乳・乳製品の安定供給を図るため、機構におい

て経営安定対策や需給調整・価格安定対策等を引き続き実施する。 

また、重大な家畜疾病や自然災害等が発生した場合には、家畜の飼養継続や毎

日生産され腐敗しやすいという生乳の特徴を踏まえ、生産・処理等を安定的に行

うための緊急的・機動的な支援により、畜産農家の経営継続・再建等を図ること

が重要である。 

 

（３）野菜関係業務 

 ＜講じる措置＞ 

① 指定野菜価格安定対策事業、契約指定野菜安定供給事業、特定野菜等供給産地

育成価格差補給事業及び野菜農業振興事業による経営安定対策を引き続き実施す

る。 

   

② 緊急需給調整事業等による需給調整・価格安定対策を引き続き実施する。 
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 ＜背景・理由＞ 

野菜農業の生産基盤強化、経営安定・安定供給に備えた措置の充実を図るため、

機構において経営安定対策や需給調整・価格安定対策等を引き続き実施する。 

 

（４）特産（砂糖・でん粉）関係業務 

 ＜講じる措置＞ 

① 甘味資源作物交付金、国内産糖交付金、でん粉原料用いも交付金及び国内産で

ん粉交付金の交付による経営安定対策を引き続き実施する。 

 

② 砂糖及びでん粉の内外価格差の調整を図るため、輸入糖及びコーンスターチ用

輸入とうもろこし等を輸入する者から調整金を徴収する需給調整・価格安定対策

を引き続き実施する。 

 

 ＜背景・理由＞ 

砂糖・でん粉農業の生産基盤強化、経営安定・安定供給に備えた措置の充実を

図るため、機構において経営安定対策や需給調整・価格安定対策等を引き続き実

施する。 

 

（５）情報収集提供業務 

 ＜講じる措置＞ 

  農畜産物の生産・流通関係者や需要者等に対する国内外の農畜産物の価格や需

給等に関する情報の収集・提供のほか、農畜産物に関する知識の普及等、消費者

等の関心の高い情報の提供を引き続き積極的に推進し、ホームページでの情報提

供の充実も引き続き対応していく。 

 また、畜産物を例に挙げれば、これまで欧米や大洋州などの供給国を中心に情

報収集・分析等を実施してきたが、近年中国等の需給動向の重要性が増している。

このような状況も踏まえ、海外の農畜産物の情報収集・分析等の体制を更に強化

するため、関係機関との連携等を推進する必要がある。 

 

＜背景・理由＞ 

 農畜産物の生産者の経営安定並びに農畜産物の需給及び価格の安定に寄与する

ため、農畜産物の国内外における需給・価格動向、経営の安定に資する国内外の

優良事例、関連する国内外の政策、関連産業・業界の動き等を適時適切に収集し、

これらをわかりやすく整理・分析し、需給動向の判断等に資する情報として、生

産・流通関係者や需要者等に提供する必要がある。 

 また、国民消費生活の安定に寄与するとともに、機構の業務運営に対する国民

の理解を深めるため、消費者等の関心の高い農畜産物に関する情報を積極的に提

供する必要がある。 

 なお、近年、国内における農畜産物・食品について消費の減少が見込まれる中、

輸出にも対応できる国内農業の生産基盤の強化が課題となっていることに加え、



 - 4 - 

燃油や飼料の価格高騰等、海外の情勢に起因した経済活動への影響も懸念されて

おり、関係者等に適切な情報を提供するためにも、需給動向の重要性が増してい

る中国等、海外における情報収集体制整備の更なる強化等が必要である。 

 

３．組織の見直し 

 ＜講じる措置＞ 

 引き続き、現行の組織形態を維持する。 

 

 ＜背景・理由＞ 

 機構が実施する重要な農畜産物を対象とした、生産者等の経営安定対策、需給

調整・価格安定対策、家畜疾病や自然災害等の発生に対する緊急対策、農畜産物

の情報収集・提供等の業務は、国の施策の推進にとって、より一層重要になるこ

とから、引き続き現行の組織形態を維持し、業務を的確に実施する必要がある。 

 

４．その他（業務全般に関する見直し） 

（１）業務運営体制の整備 

① 業務執行の改善 

 業務執行の改善を図るため、外部有識者からなる第三者機関による業務の点検

・評価及び補助事業についての第三者機関による審査・評価を引き続き行い、そ

の結果を業務運営に反映させる。 

 

② デジタル化の推進 

 「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年 12 月 24日デジタ

ル大臣決定）を踏まえ、全体管理組織（PMO：Portfolio Management Office）を

設置し、情報システムの整備及び管理を適切に対応するとともに、業務の効率化

や新たな価値実現につながるデジタル対応として、eMAFF 等を活用した業務手続

きのオンライン化や、内部管理事務のデジタル化等、DXの推進による事業や業務

の効率化、利便性の向上に努める。 

 また、情報セキュリティ対策や DX推進に不可欠なデジタル人材の育成・確保等

により、体制の強化を図る必要がある。 

 

③ 内部統制の充実・強化 

 政策実施機能の最大化を図り業務を的確に実施していくためには、理事長のリ

ーダーシップに基づくトップマネジメントと監事機能を活用した内部統制の強化

が重要であるため、引き続き、内部統制に係る体制の定着を更に推進するととも

に、有効性の観点から随時見直しを行い、実効性の向上に努める。 

 

④ 情報セキュリティ対策の強化 

 情報セキュリティについては、国の機関へのサイバー攻撃の増加、不正アクセ

スに係る手口が年々巧妙化している実態等を踏まえ、政府機関等のサイバーセキ



 - 5 - 

ュリティ対策のための統一基準群等に基づき、引き続き適切な情報セキュリティ

対策を講じる。 

 

⑤ 調達の合理化 

 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27年５月

25日総務大臣決定）を踏まえ、公正かつ透明な調達手続きによる適切で迅速かつ

効果的な調達を実現する観点から、毎年度「調達等合理化計画」を策定し、競争

性のない随意契約は真にやむを得ないものを除き行わないこととするとともに、

一者応札・応募の解消に向けた取組を引き続き実施し、その実施状況について公

表する。 

 

（２）財務内容の改善 

① 畜産業振興事業については、畜産に係る環境変化、事業実績や実施効果等を踏

まえた見直しを行うとともに、機構においては、公益法人等に造成している基金

について毎年度点検を行う。 

 

② 砂糖勘定の繰越欠損金については、糖価調整制度の関係者による取組を行って

いるものの、平成 29 年度末（第３期中期目標期間）から増加しており、多額の繰

越欠損金があることから、その解消に向けた取組を推進する。機構においては、

引き続き借入コストの低減に努める。 


